
市
役
所
か
ら
の
お
知
ら
せ

市
役
所
か
ら
の
お
知
ら
せ

問い合わせ先で電話番号を掲載していない課・担当などは、市役所本庁 ☎（923）1111 にお願いします。

●
国
保
税
の
納
付
義
務
者
は
世
帯
主
で
す
！

　
住
民
票
上
の
世
帯
主
が
国
保
加
入
者
で
は

な
く
て
も
世
帯
の
中
に
国
保
加
入
者
が
い
れ

ば
、
世
帯
主
が
国
保
税
の
納
付
義
務
者
に
な

り
ま
す
。

●
問
い
合
わ
せ
先 

国
保
年
金
課 

国
保
担
当

郵
送
し
ま
す
。
国
保
税
額
を
確
認
し
、
各
納

期
限
内
に
納
付
を
お
願
い
し
ま
す
。

※ 

特
別
徴
収(

年
金
か
ら
の
天
引
き)

に
よ

り
国
保
税
を
納
付
し
て
い
る
世
帯
に
は
、

特
別
徴
収
賦
課
決
定
通
知
書
を
７
月
中
旬

に
世
帯
主
あ
て
に
郵
送
し
ま
す
。

　
平
成
30
年
中(

平
成
30
年
１
月
〜
12
月)

の
所
得
金
額
の
確
定
に
伴
い
、
令
和
元
年
度

の
国
民
健
康
保
険
税(

国
保
税)
を
決
定
し
、

納
税
通
知
書
を
６
月
中
旬
に
世
帯
主
あ
て
に

令れ
い

和わ

元が
ん

年ね
ん

度ど

国こ
く

民み
ん

健け
ん

康こ
う

保ほ

険け
ん

税ぜ
い

の
納の

う

付ふ

が
始は

じ

ま
り
ま
す

令和元年度国民健康保険税の改正
●最高保険税額が変更になります

改正前 改正後

医療保険分 58万円 61万円

後期高齢者支援分 19万円(変更なし)

介護保険分 16万円(変更なし)

●所得が少ない世帯に対する国保税(均等割額・平等割額)の２割・５
　割軽減対象が拡大されます
　国保税の均等割額・平等割額には、被保険者の人数とその総所得金
額等の合計（擬制世帯主の総所得金額等を含む）に応じて、２割・５割・
７割の軽減があります。
　令和元年度以降の国保税は、以下のとおり軽減判定所得基準が変更
となり、軽減対象世帯が拡大されます。なお、この軽減に申請は不要で
す。

平成30年度までの軽減判定所得基準
２割軽減
適用世帯

[基礎控除額(33万円)＋50万円×(被保険者数＋
特定同一世帯所属者数)]以下の世帯

５割軽減
適用世帯

[基礎控除額(33万円)＋27.5万円×(被保険者数
＋特定同一世帯所属者数)]以下の世帯

令和元年度からの軽減判定基準
２割軽減
適用世帯

[基礎控除額(33万円)＋51万円×(被保険者数＋
特定同一世帯所属者数)]以下の世帯

５割軽減
適用世帯

[基礎控除額(33万円)＋28万円×(被保険者数＋
特定同一世帯所属者数)]以下の世帯

※７割軽減の対象となる基準に変更はありません。
※特定同一世帯所属者とは、国保から後期高齢者医療制度へ
　移行した人のことです。

　
市
長
、
副
市
長
、
教
育
長
お
よ
び
市
議
会

議
員
か
ら
提
出
さ
れ
た
資
産
等
報
告
書
は
、

筑
紫
野
市
政
治
倫
理
条
例
第
４
条
の
規
定
に

よ
り
閲
覧
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

※ 

資
産
等
報
告
書
は
、
毎
年
１
月
１
日
現
在

の
資
産
、
地
位
お
よ
び
肩
書
な
ら
び
に
前

年
１
年
間
の
収
入
、
贈
与
、
も
て
な
し
、

税
な
ど
の
納
付
状
況
に
つ
い
て
提
出
さ
れ

る
も
の
で
す
。

●
閲
覧
開
始
日　
６
月
14
日(

金)

●
閲
覧
場
所　
市
役
所
４
階
情
報
公
開
コ
ー

ナ
ー

●
閲
覧
時
間　
８
時
30
分
〜
17
時

※ 

土
・
日
曜
日
、
祝
日
、
12
月
29
日
〜
翌
年

１
月
３
日
は
閲
覧
で
き
ま
せ
ん
。

●
問
い
合
わ
せ
先　
総
務
課

資し

産さ
ん

等と
う

報ほ
う

告こ
く

書し
ょ

の
閲え

つ

覧ら
ん
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問い合わせ先で電話番号を掲載していない課・担当などは、市役所本庁 ☎（923）1111 にお願いします。

●
児
童
手
当
現
況
届
と
は

　
現
在
、
児
童
手
当
を
受
け
て
い
る
人
は
、

毎
年
６
月
に
「
現
況
届
」
を
提
出
し
な
け
れ

ば
な
り
ま
せ
ん
。

　
こ
の
届
は
、
養
育
し
て
い
る
児
童
の
数
、

所
得
額
、
年
金
の
加
入
状
況
、
住
所
な
ど
を

確
認
し
、
児
童
手
当
を
引
き
続
き
受
け
る
要

件
が
あ
る
か
ど
う
か
を
審
査
す
る
た
め
の
も

の
で
す
。
こ
の
届
の
提
出
が
な
い
と
、
６
月

分
以
降
の
手
当
が
受
け
ら
れ
な
く
な
り
ま
す

の
で
、
必
ず
期
限
内
に
提
出
し
て
く
だ
さ

い
。

　
ま
た
、
転
出
な
ど
で
６
月
以
降
に
受
給
資

格
が
な
く
な
る
場
合
で
も
、
必
ず
現
況
届
の

提
出
が
必
要
で
す
。

　
な
お
、
５
月
中
に
転
出
し
た
場
合
は
、
現

況
届
を
提
出
す
る
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。

※
現
況
届
の
提
出
が
必
要
な
人
に
は
、
６
月

上
旬
以
降
に
通
知
書
を
郵
送
し
ま
す
。
通
知

書
を
受
け
取
っ
た
後
に
手
続
き
し
て
く
だ
さ

い
。

●
提
出
書
類

　
現
況
届
お
よ
び
添
付
書
類
は
、
受
け
取
っ

た
通
知
書
を
確
認
し
て
提
出
し
て
く
だ
さ

い
。

●
受
付
期
間　
６
月
10
日(

月)

〜
７
月
３
日

(

水)

必
着

●
提
出
方
法

▽
郵
送
す
る
場
合

　
現
況
届(

添
付
書
類
含
む)

を
子
育
て
支
援

課
宛
て
に
郵
送
し
て
く
だ
さ
い
。

▽
市
役
所
に
持
参
す
る
場
合

　
受
付
期
間
中
、
市
役
所
１
階
多
目
的
ホ
ー

ル
で
受
け
付
け
ま
す
。(

９
時
30
分
〜
16

時
。
土
・
日
曜
日
、
祝
日
を
除
く)

●
送
付
・
問
い
合
わ
せ
先

　
〒
818-
8686(
住
所
記
入
不
要)　
子
育
て
支

援
課 

子
育
て
支
援
担
当

●
「
普
通
徴
収
」
で
納
付
す
る
人

　
６
月
中
旬
に
「
介
護
保
険
料
納
入
通
知

書
」
を
送
付
し
ま
す
。

●
「
特
別
徴
収
」
で
納
付
す
る
人

　
７
月
中
旬
に
「
介
護
保
険
料
賦
課
決
定
通

知
書
」
を
送
付
し
ま
す
。

●
普
通
徴
収
と
は
？

　
納
付
書
ま
た
は
口
座
振
替
で
納
付
す
る
方

法
で
す
。
新
た
に
65
歳
に
な
っ
た
人
、
市
に

転
入
し
た
ば
か
り
の
人
、
年
金
が
年
額
18
万

円
未
満
の
人
が
対
象
と
な
り
ま
す
。
納
期
は

６
月
〜
２
月
の
９
回
に
な
り
ま
す
。

※ 

年
度
の
途
中
か
ら
特
別
徴
収
に
な
る
人

は
、
そ
の
前
月
ま
で
が
納
期
と
な
り
ま

す
。

●
特
別
徴
収
と
は
？

　
年
金
の
支
払
月(

年
６
回)

に
、
年
金
か
ら

あ
ら
か
じ
め
差
し
引
い
て
納
付
す
る
方
法
で

す
。
年
金
が
年
額
18
万
円
以
上
の
人
が
対
象

と
な
り
ま
す
。

※ 

年
金
が
年
額
18
万
円
以
上
で
も
普
通
徴
収

と
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

　
４
月
、
６
月
、
８
月
の
保
険
料
額
は
、
前

年
度
の
保
険
料
段
階
を
参
考
に
徴
収
し
て
い

ま
す
。
今
回
の
通
知
に
よ
り
、
令
和
元
年
度

の
保
険
料
年
額
や
10
月
以
降
の
１
回
ご
と
の

保
険
料
額
を
決
定
し
て
い
ま
す
が
、
次
年
度

以
降
の
金
額
を
な
る
べ
く
均
等
な
額
に
す
る

た
め
、
８
月
の
保
険
料
額
を
変
更
し
て
い
る

場
合
が
あ
り
ま
す
の
で
、
通
知
書
を
確
認
し

て
く
だ
さ
い
。

●
問
い
合
わ
せ
先　
高
齢
者
支
援
課 

介
護

保
険
担
当

　
申
請
に
よ
り
「
介
護
保
険
負
担
限
度
額
認

定
証
」
の
交
付
を
受
け
る
こ
と
で
、
食
費
と

居
住
費(

滞
在
費)

が
減
額
さ
れ
る
場
合
が
あ

り
ま
す
。

●
対
象
者

①
生
活
保
護
を
受
給
し
て
い
る
人

② 

住
民
税
非
課
税
世
帯
（
世
帯
分
離
し
て
い

る
配
偶
者
も
非
課
税
）
で
、
預
貯
金
等
が

単
身
で
１
０
０
０
万
円
以
下
、
夫
婦
で

２
０
０
０
万
円
以
下
の
人

※ 

軽
減
の
有
効
期
間
は
申
請
を
受
け
付
け
た

月
の
１
日
ま
で
し
か
さ
か
の
ぼ
れ
ま
せ
ん

の
で
、
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
す
る
前
、
ま
た

は
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
す
る
月
中
に
申
請
を

お
願
い
し
ま
す
。

●
対
象
と
な
る
施
設
と
サ
ー
ビ
ス

▽ 

介
護
老
人
福
祉
施
設
（
特
別
養
護
老
人

ホ
ー
ム
）

▽ 

地
域
密
着
型
介
護
老
人
福
祉
施
設
（
地
域

密
着
型
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
）

▽
介
護
老
人
保
健
施
設

▽
介
護
療
養
型
医
療
施
設

▽
介
護
医
療
院

▽ 

短
期
入
所
生
活
介
護
・
療
養
介
護（
シ
ョ
ー

ト
ス
テ
イ
）

●
問
い
合
わ
せ
先　
高
齢
者
支
援
課 

介
護

保
険
担
当　

令れ
い

和わ

元が
ん

年ね
ん

度ど

介か
い

護ご

保ほ

険け
ん

料り
ょ
うの

通つ
う

知ち

書し
ょ

を
発は

っ

送そ
う

し
ま
す

介か
い

護ご

保ほ

険け
ん

施し

設せ
つ

の
負ふ

担た
ん

が
軽け

い

減げ
ん

さ
れ
る
場ば

合あ
い

が
あ
り
ま
す

児じ

童ど
う

手て

当あ
て

現げ
ん

況き
ょ
う

届と
ど
けを
受う

け
付つ

け
ま
す
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問い合わせ先で電話番号を掲載していない課・担当などは、市役所本庁 ☎（923）1111 にお願いします。

●
日
時　
７
月
７
日(

日)

、
14
時
開
会

(

13
時
受
付
開
始)

●
会
場　
二
日
市
中
学
校
プ
ー
ル

●
対
象　
市
内
に
在
住
ま
た
は
通
勤
・
通
学

し
て
い
る
小
学
生
以
上
の
人

●
内
容

▽ 

１
人
２
種
目
ま
で
エ
ン
ト
リ
ー
可

　

(

リ
レ
ー
は
含
ま
な
い)

▽
リ
レ
ー
は
当
日
申
し
込
み
で
す
。

●
年
齢
区
分

「
小
学
生
」
↓
小
学
校
１
〜
６
年
生
、「
学
生
」

↓
中
学
生
・
高
校
生
、「
一
般
」
↓
18
歳
以

上「
Ｂ
」
↓
小
学
校
４
年
生
以
下
、「
Ｃ
」
↓
小

学
校
５・６
年
生
、「
Ｄ
」
↓
中
学
生
、「
Ｅ
」

↓
高
校
生
お
よ
び
平
成
13
年
４
月
２
日
か
ら

平
成
16
年
４
月
１
日
生
ま
れ
の
人

●
申
込
方
法　
電
話
、
Ｆ
Ａ
Ｘ
ま
た
は
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
か
ら
申
し
込
ん
で
く
だ
さ
い
。

●
申
込
期
限　
６
月
17
日(

月)

、
17
時
ま

で●
申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ
先　
文
化
・
ス

ポ
ー
ツ
振
興
課 

ス
ポ
ー
ツ
振
興
担
当(

生

涯
学
習
セ
ン
タ
ー
内)

▽
☎(

９
２
５)

４
８
０
２

▽

(

９
２
３)

０
４
１
６

▽ 

市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
↓
教
育
・
人
権
・
文
化
・

ス
ポ
ー
ツ
↓
ス
ポ
ー
ツ
か
ら
申
し
込
み

　
市
で
は
、
健
康
の
保
持
・
増
進
の
た
め
、

一
定
の
助
成
が
受
け
ら
れ
る
「
は
り
・
き
ゅ

う
受
療
証
」
を
交
付
し
て
い
ま
す
。

●
受
療
方
法

　
市
指
定
の
は
り
・
き
ゅ
う
施
術
所
で
施
術

を
受
け
る
と
き
に
、
保
険
証
と
一
緒
に
提
示

し
て
く
だ
さ
い
。

●
助
成
内
容

　
施
術
１
回
に
つ
き
次
の
金
額
を
助
成
し
ま

す
。(

マ
ッ
サ
ー
ジ
な
ど
は
適
用
外)

① 

１
術　
は
り
・
き
ゅ
う
の
い
ず
れ
か
を
受

療
↓
６
５
０
円

② 

２
術　
は
り
・
き
ゅ
う
の
両
方
を
受
療
↓

７
７
０
円

●
助
成
限
度

　
１
日
１
回
、か
つ
１
カ
月
に
10
回
ま
で(

１

疾
病
に
限
り
ま
す)

●
施
術
の
範
囲

　

神
経
痛
、
リ
ウ
マ
チ
、
頸
腕
症
候
群
、

五
十
肩
、
腰
痛
症
、
頸
椎
捻
挫
後
遺
症

●
申
請
に
必
要
な
も
の

　
本
人
確
認
で
き
る
も
の(

保
険
証
、
免
許

証
、
パ
ス
ポ
ー
ト
、
住
基
カ
ー
ド
な
ど)

、

印
鑑

■
す
で
に
受
療
証
を
持
っ
て
い
る
人
は

【
国
民
健
康
保
険
被
保
険
者
】

　
受
療
証
の
有
効
期
限
は
６
月
30
日
ま
で
で

す
。７
月
以
降
も
受
療
証
が
必
要
な
場
合
は
、

第だ
い

34
回か

い

筑ち
く

紫し

野の

市し

民み
ん

水す
い

泳え
い

大た
い

会か
い　

出し
ゅ
つ

場じ
ょ
う

者し
ゃ

募ぼ

集し
ゅ
う

国こ
く

民み
ん

健け
ん

康こ
う

保ほ

険け
ん

・
後こ

う

期き

高こ
う

齢れ
い

者し
ゃ

医い

療り
ょ
う

は
り
・
き
ゅ
う
の
助じ

ょ

成せ
い

制せ
い

度ど

●
福
岡
県
民
体
育
大
会
夏
季
大
会
に
つ
い
て

重
要
な
お
知
ら
せ

　
本
大
会
は
年
齢
区
分
Ｂ
、
Ｃ
、
Ｄ
、
Ｅ
の

み
福
岡
県
民
体
育
大
会
夏
季
大
会
の
選
考
会

を
兼
ね
て
い
ま
す
。
こ
の
年
齢
区
分
に
該
当

し
、
か
つ
県
民
体
育
大
会
夏
季
大
会
に
出
場

を
希
望
す
る
人
は
、
必
ず
出
場
し
て
く
だ
さ

い
。(

大
会
当
日
、
別
の
大
会
に
出
場
す
る

場
合
は
事
前
に
ご
相
談
く
だ
さ
い)

 

こ
の
年
齢
区
分
以
外
の
人(

18
歳
以
上)

は
、
市
民
で
あ
れ
ば
誰
で
も
出
場
で
き
ま
す
。

　
県
民
体
育
大
会
夏
季
大
会
の
申
し
込
み

は
、
市
民
水
泳
大
会
当
日
に
受
け
付
け
て
い

ま
す
。(

事
前
申
し
込
み
可)

25m 50m 100m
板キック 小学生 － －
自由形

小学生一般

B・C・Ｄ・Ｅ
18～29歳
30～39歳
40歳以上

学生
平泳ぎ
背泳ぎ
バタフライ

リレー 小学校対抗（25ｍ×４）
一般男・女（50ｍ×４）

６
月
３
日(

月)

以
降
に
、
申
請
に
必
要
な

も
の
を
持
参
し
、
申
請
を
し
て
く
だ
さ
い
。

●
申
請
・
問
い
合
わ
せ
先　
国
保
年
金
課 

国
保
担
当(

市
役
所
１
階
２
番
窓
口)

【
後
期
高
齢
者
医
療
被
保
険
者
】

　
受
療
証
の
有
効
期
限
は
６
月
30
日
ま
で
で

す
。
昨
年
１
年
間
に
受
療
証
を
使
用
し
た
人

に
７
月
以
降
も
使
用
で
き
る
新
し
い
受
療
証

を
送
付
し
ま
す
。
１
年
間
受
療
証
を
使
用
し

な
か
っ
た
人
で
受
療
証
が
必
要
な
人
は
、
申

請
に
必
要
な
も
の
を
持
参
し
、
申
請
を
し
て

く
だ
さ
い
。

●
申
請
・
問
い
合
わ
せ
先　
国
保
年
金
課 

医
療
年
金
担
当(

市
役
所
１
階
１
番
窓
口)

　
今
、
現
代
社
会
は
、
ス
ト
レ
ス
社
会
と
言

わ
れ
ま
す
。
ス
ト
レ
ス
を
正
し
く
理
解
し
、

た
め
な
い
た
め
に
一
緒
に
学
び
ま
し
ょ
う
。

(

参
加
無
料
・
申
込
不
要)

●
日
時　
７
月
９
日(

火)

、
13
時
30
分
〜

15
時
30
分

●
場
所　
生
涯
学
習
セ
ン
タ
ー
３
階
視
聴
覚
室

●
講
師　
田
中 

順
子
さ
ん(

介
護
支
援
専

門
員
・
認
知
症
ケ
ア
専
門
士)

●
駐
車
場
に
は
限
り
が
あ
り
ま
す
。
で
き
る

だ
け
公
共
交
通
機
関
を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

●
問
い
合
わ
せ
先　
高
齢
者
支
援
課

第だ
い

73
回か

い　
介か

い

護ご

者し
ゃ

の
つ
ど
い

「
介か

い

護ご

の
ス
ト
レ
ス
ケ
ア
」

※下線は県民体育大会競技種目です
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問い合わせ先で電話番号を掲載していない課・担当などは、市役所本庁 ☎（923）1111 にお願いします。

●
販
売
会
場
・
販
売
に
関
す
る
問
い
合
わ
せ

先 

ク
リ
ー
ン
ヒ
ル
宝
満(

市
内
大
字
原
田

１
３
８
９)

▽
☎(

９
２
６)

５
３
０
０

▽

http://houm
an.sakura.ne.jp

●
そ
の
他
問
い
合
わ
せ
先　
環
境
課

　
筑
紫
野
市
文
化
会
館
で
は
、
大
ホ
ー
ル
天

井
耐
震
化
の
改
修
工
事
を
予
定
し
て
い
ま
す
。

工
事
期
間
中
は
、
大
ホ
ー
ル
の
利
用
が
で
き

ま
せ
ん
の
で
、
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

　
詳
細
は
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

●
利
用
停
止
期
間(

予
定)  

令
和
２
年
７
月

１
日(

水)

〜
11
月
30
日(

月)

●
利
用
停
止
箇
所

　
文
化
会
館
大
ホ
ー
ル

※ 

第
１
会
議
室
お
よ
び
研
修
室
は
利
用
で
き

ま
す
。
た
だ
し
、
工
事
の
音
が
聞
こ
え
る

場
合
が
あ
り
ま
す
の
で
ご
了
承
く
だ
さ
い
。

●
問
い
合
わ
せ
先

　
文
化
会
館 

☎(

９
２
５)

４
３
２
１

●
定
員　
60
人

●
問
い
合
わ
せ
先　
健
康
推
進
課(

カ
ミ
ー

リ
ヤ
内)

☎(

９
２
０)

８
６
１
１

　
ク
リ
ー
ン
ヒ
ル
宝
満
に
持
ち
込
ま
れ
た
家

具
類
で
、
再
利
用
で
き
る
よ
う
に
修
理
し
た

も
の
を
展
示
・
販
売
し
ま
す
。

●
購
入
対
象
者　
筑
紫
野
市
、
小
郡
市
、
基

山
町
の
い
ず
れ
か
に
住
ん
で
い
る
人

●
販
売
品
目　
家
具
類(

約
２
０
０
点)

※
１
人
に
つ
き
２
点
ま
で
購
入
で
き
ま
す
。

●
販
売
日
時　
６
月
19
日(

水)

、
９
時
〜

16
時(

12
時
〜
13
時
は
昼
休
み)

●
販
売
価
格　
１
点
２
０
０
０
円
以
内

●
購
入
方
法

① 

希
望
の
品
の
値
札
を
取
り
、
ク
リ
ー
ン
ヒ

ル
宝
満
管
理
棟
で
申
込
書
を
受
け
取
り
、

記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

②
代
金
を
支
払
い
、
持
ち
帰
り
く
だ
さ
い
。

※ 

配
送
は
し
ま
せ
ん
。
当
日
持
ち
帰
り
が
で

き
な
い
場
合
は
、
６
月
28
日
ま
で
に
引
き

取
り
に
来
て
く
だ
さ
い
。(

土
・
日
曜
日
、

祝
日
は
休
み)

※ 

下
見
は
で
き
ま
せ
ん
。
一
部
の
リ
ユ
ー
ス

家
具
の
写
真
を
ク
リ
ー
ン
ヒ
ル
宝
満
の

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
６
月
３
日(

月)

か
ら

掲
載
予
定
で
す
。

面
の
強
化
も
大
切
な
取
り
組
み
と
な
り
ま
す
。

　
こ
の
よ
う
な
状
況
を
踏
ま
え
、
国
民
に
対

し
て
、
水
道
の
現
状
や
課
題
に
つ
い
て
理
解

を
深
め
、
今
後
の
水
道
事
業
の
取
り
組
み
に

つ
い
て
協
力
を
得
る
た
め
に
「
水
道
週
間
」

を
機
会
に
広
報
活
動
を
実
施
し
ま
す
。

●
問
い
合
わ
せ
先　
上
下
水
道
料
金
総
務
課 

財
務
管
理
担
当

　
市
民
の
皆
さ
ん
の
健
康
増
進
の
た
め
、
市

内
の
病
院
と
連
携
し
て
健
康
講
座
を
開
催
し

ま
す
。
病
気
に
対
す
る
知
識
と
予
防
・
健
康

に
関
す
る
情
報
に
つ
い
て
講
師
が
分
か
り
や

す
く
講
演
し
ま
す
。(

参
加
無
料
・
事
前
申

込
不
要)

●
開
催
日
・
テ
ー
マ
・
講
師

▽
６
月
13
日(

木)

、
15
時
〜
16
時

「
あ
な
た
は
糖
尿
病
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
？
」

〜
血
糖
測
定
を
体
験
し
よ
う
〜

石
井 

英
博
さ
ん(

糖
尿
病
内
科
医)

下
川 

要
さ
ん(

糖
尿
病
看
護
認
定
看
護
師)

▽
７
月
11
日(

木)

、
15
時
〜
16
時

「
救
命
処
置
の
水
難
事
故
対
応
」〜
心
臓
マ
ッ

サ
ー
ジ
の
体
験
型
講
習
〜

宮
川 

貴
圭
さ
ん(

麻
酔
科
医)

上
杉 

祥
太
さ
ん(

救
急
看
護
認
定
看
護
師)

●
場
所　
生
涯
学
習
セ
ン
タ
ー
３
階
学
習
室

５

●
水
道
週
間
ス
ロ
ー
ガ
ン

「
い
つ
も
の
む　
い
つ
も
の
水
に　
日
々
感
謝
」

　
水
は
国
民
の
生
活
に
不
可
欠
な
も
の
で
あ

り
、
そ
の
水
の
安
定
的
な
供
給
を
目
指
し
て

水
道
の
整
備
が
図
ら
れ
て
き
ま
し
た
。　
　

　
現
在
で
は
ほ
ぼ
全
域
に
わ
た
る
普
及
率
を

達
成
し
、
今
や
水
道
は
生
活
基
盤
と
し
て
欠

か
せ
な
い
も
の
に
な
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
一

方
で
、
水
道
施
設
の
老
朽
化
の
急
速
な
進
行

や
耐
震
化
の
遅
れ
、
人
口
減
少
に
伴
う
料
金

収
入
の
減
少
な
ど
の
課
題
に
直
面
し
て
い
る

こ
と
も
現
実
で
す
。

　
水
道
を
取
り
巻
く
時
代
の
変
化
に
対
応

し
、
将
来
に
わ
た
り
持
続
可
能
な
水
道
と
す

る
た
め
に
は
、
水
道
の
基
盤
の
強
化
に
早
急

に
取
り
組
む
必
要
が
あ
り
ま
す
。

　
東
日
本
大
震
災
や
近
年
の
大
規
模
災
害
な

ど
を
教
訓
に
し
て
、
災
害
対
策
、
危
機
管
理

６
月
１
日
か
ら

水す
い

道ど
う

週し
ゅ
う

間か
ん

が
始は

じ

ま
り
ま
す

健け
ん

康こ
う

講こ
う

座ざ

を
開か

い

催さ
い

し
ま
す

ク
リ
ー
ン
ヒ
ル
宝ほ

う

満ま
ん

リ
ユ
ー
ス
家か

具ぐ

の
即そ

く

売ば
い

会か
い

文ぶ
ん

化か

会か
い

館か
ん

大だ
い

ホ
ー
ル
の
利り

用よ
う

を
停て

い

止し

し
ま
す
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消費生活センターだより 消費生活センター相談専用電話
● 9時～11時45分
●13時～16時30分（ ） 平日

消費生活センターだより 消費生活センター相談専用電話
● 9時～11時45分
●13時～16時30分（923）1 7 4 1 平日

そのだ　ひさこ

●問い合わせ先　教育政策課　人権・同和教育担当

TUNAGU（つなぐⅡ）Ⅱ

問い合わせ先で電話番号を掲載していない課・担当などは、市役所本庁 ☎（923）1111 にお願いします。

　
ご
み
ゼ
ロ
運
動
は
、
道
路
上
な
ど
に
散
乱

し
て
い
る
空
き
缶
、
空
き
ビ
ン
、
紙
く
ず
な

ど
を
収
集
す
る
運
動
で
す
。

●
ご
み
の
処
理

▽
可
燃
物(

地
域
清
掃
用
指
定
袋)

▽
缶(

缶
用
指
定
袋)

▽
ビ
ン(

ビ
ン
用
指
定
袋)

▽
不
燃
物(

不
燃
物
用
指
定
袋)

に
分
別
し
、
各
行
政
区
で
決
め
ら
れ
た
ご
み

ゼ
ロ
運
動
時
の
集
積
場
所
に
出
し
て
く
だ
さ

い
。

●
収
集
し
な
い
も
の

▽
家
庭
か
ら
の
ご
み

▽ 

家
電
４
品
目(

テ
レ
ビ
、
冷
蔵
庫
、
エ
ア

コ
ン
、
洗
濯
機
な
ど)

▽
粗
大
ご
み
な
ど
の
不
法
投
棄
物

▽
放
置
自
転
車

●
指
定
袋
の
配
付

　
各
行
政
区
の
環
境
衛
生
推
進
員
に
配
付
し

ま
す
。

※ 

集
積
場
所
が
不
明
な
場
合
や
、
指
定
袋
が

不
足
す
る
場
合
は
、
各
行
政
区
の
環
境
衛

生
推
進
員
に
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

※
実
施
日
の
異
な
る
行
政
区
も
あ
り
ま
す
。

●
問
い
合
わ
せ
先　
環
境
課 

　
筑
紫
野
市
消
費
生
活
セ
ン
タ
ー
で
は
、
市

民
の
皆
さ
ん
に
悪
質
商
法
や
消
費
生
活
に
関

す
る
被
害
を
少
し
で
も
防
止
し
て
も
ら
う
た

め
、
専
門
知
識
を
持
つ
生
活
の
達
人
を
講
師

に
招
き
、「
筑
紫
野
市
消
費
者
基
礎
講
座
」

を
開
催
し
ま
す
。

●
場
所　
生
涯
学
習
セ
ン
タ
ー
３
階
学
習
室

５●
時
間　
10
時
〜
12
時

●
定
員　
先
着
60
人

●
受
講
料　
無
料

●
申
込
方
法

　
ハ
ガ
キ
、
Ｆ
Ａ
Ｘ
、
電
子
メ
ー
ル
の
い
ず

れ
か
で
「
①
住
所
②
氏
名
③
電
話
番
号
④
希

望
す
る
講
座(

第
○
回)

と
講
座
名
」
を
明

記
の
う
え
、
危
機
管
理
課
ま
で
申
し
込
ん
で

く
だ
さ
い
。

※
受
講
無
料
。
複
数
申
し
込
み
可
。
電
話
で

の
申
し
込
み
は
で
き
ま
せ
ん
。
受
講
確
定
者

に
は
、
受
講
決
定
通
知
を
送
付
し
ま
す
。
講

座
内
容
は
変
更
す
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

●
申
込
期
限　
６
月
14
日(

金)

ま
で

●
申
し
込
み
先

▽ 

あ
て
先　
〒
818-
8686(

住
所
記
入
不
要)

筑
紫
野
市
危
機
管
理
課

▽

(

９
２
１)

８
６
６
６

▽
電
子
メ
ー
ル

　

anan@
city.chikushino.fukuoka.jp

６
月
９
日(

日)

は
「
ご
み
ゼ

ロ
運う

ん

動ど
う

」
の
日ひ

で
す

●講座日程・内容・講師
第1回

7月3日(水) 
「さまざまな決済手段について学ぼう(キャッシュレス決済など)」
講師　財務省 福岡財務支局

第2回
8月7日(水)

「高齢者向け住まいの種類と選び方のポイント」
講師　公益社団法人　全国有料老人ホーム協会

第3回
9月4日(水)

「野菜を楽しみ、もっと健康に」
講師　キューピー株式会社

第4回
10月2日(水)

「暮らしの中の危険と損害保険」
講師　一般社団法人　日本損害保険協会　九州支部

第5回
11月6日(水)

「相続・遺言の基礎知識」
講師　福岡県金融広報委員会事務局

消
しょう

費
ひ

者
し ゃ

基
き

礎
そ

講
こ う

座
ざ

を開
か い

催
さ い

します！ 

Chikushino City   2019.6.1 10


